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令和８年度岐阜県教育委員会免許法認定講習実施要項  

 

１  目的  

 教育職員免許法の規定に基づき、現職教育職員に対して免許状の取得に必要な単位を修得す

る機会を与えることによって、教育職員としての資質の向上を図ることを目的とする。  

 

 

２  受講資格                                                 

 原則として岐阜県内の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、特別支援学校等

に勤務する教育職員（教諭、助教諭及び講師）とする。  

   

 

３  開設科目、定員、時間割、会場等  

・別添「令和８年度岐阜県教育委員会免許法認定講習開設科目一覧表」、「令和８年度岐阜

県教育委員会免許法認定講習講義内容」のとおり。 

・受講希望者が定員を超えた場合、抽選等により受講者を決定する。  

 

４  各講座の選考基準及び受講要件等  

（１）小学校教諭２種免許状取得用科目  

科目番号 開設科目名 科目番号 開設科目名 

No.1 生活科指導法Ⅰ No.2 生活科指導法Ⅱ 

No.3 算数科指導法Ⅰ No.4 算数科指導法Ⅱ 

No.5 生徒指導・教育相談及び進路

指導等の理論と方法 

  

  以下の受講申込み者を優先する。  

  ・現職の教諭で「小学校中学校両校種免許の取得推進教員」に指定された者 

  ・中学校に勤務する現職の教諭で小学校教諭免許状を有しない者  

 

  ※「生活科指導法」及び「算数科指導法」については、Ⅰ・Ⅱの２科目の受講を必須とし 

ます。 

 

（２）特別支援学校教諭１種・２種免許状取得用科目  

科目番号 開設科目名 科目番号 開設科目名 

No.6 特別支援教育基礎論 No.7 視覚障害者の心理・生理・病理  

No.8 聴覚障害者教育論 No.9 知的障害者教育総論 

No.10 肢体不自由者教育総論 No.11 病弱者教育総論 

No.12 言語・情緒障がい者教育総論 No.13 重複障害等教育総論 

No.14 LD 等教育総論 No.15 肢体不自由者の心理・生理・病理

及び教育課程等 

以下の受講申込み者を優先する。  

・特別支援学校に在籍する教諭又は講師で、特別支援学校教諭免許状を有しない者 

・特別支援学校に在籍する教諭又は講師で、担当する領域以外を定める特別支援学校教諭

免許状を有する者 

・特別支援学校に在籍する教諭又は講師で、１種免許状への上進を希望する者 

・特別支援学級又は通級指導を担当する教諭  
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（３）中学校教諭２種免許状（英語）取得用科目  

科目番号 開設科目名 科目番号 開設科目名 

No.16 英語コミュニケーションⅢ No.17 英語コミュニケーションⅣ 

No.18 異文化理解Ⅰ No.19 英語科指導法Ⅲ 

No.5 生徒指導・教育相談及び進路

指導等の理論と方法 

  

   以下の受講申込み者を優先する。  

  ・現職の教諭で「小学校中学校両校種免許の取得推進教員」に指定された者  

   ・小学校に勤務する現職の教諭で中学校教諭免許状（英語）を有しない者  

 

   ※「英語コミュニケーションⅢ・Ⅳ」については、「英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ」の

単位を修得していることが望ましい。なお、Ⅰ～Ⅳの単位を修得しなければ必要な内容

を満たして単位を修得することが出来ません。「英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ」は令

和４，５，７年度に開講しました。 

※「異文化理解Ⅰ」については、Ⅰ・Ⅱの単位を修得しなければ必要な内容を満たして単

位を修得することが出来ません。「異文化理解Ⅱ」は、令和９年度開講予定です。 

※「英語科指導法Ⅲ」については、Ⅰ～Ⅲの単位を修得しなければ必要な内容を満たして

修得することが出来ません。「英語科指導法Ⅰ」は令和４年度、「英語科指導法Ⅱ」は

令和６年度に開講しました。  

 

（４）中学校教諭２種免許状（技術）取得用科目  

科目番号 開設科目名 科目番号 開設科目名 

No.20 材料加工学及び実習 No.21 メカトロニクス及び実習 

No.22 情報工学Ⅰ No.23 技術科指導法Ⅱ 

No.5 生徒指導・教育相談及び進路

指導等の理論と方法 

  

   以下の受講申込み者を優先する。  

  ・令和７年度岐阜県教育委員会免許法認定講習で、中学校教諭２種免許状（技術）の科目

を受講した者 

・中学校教諭２種免許・技術の取得意思があり、将来的に中学の教科「技術」を担当する

意欲があること 

  ・免許教科外教科担任で技術を担当したことがある者 

 

   ※「材料加工学及び実習」、「メカトロニクス及び実習」は、２科目の受講を必須としま

す。また、令和７年度の「材料加工学 I・II」、「電気電子工学 I・II」を受講し単位を

修得していなければ、受講できません。 

※「情報工学Ⅰ」については、Ⅰ・Ⅱの単位を修得しなければ必要な内容を満たして単位

を修得することが出来ません。「情報工学Ⅱ」は、令和９年度開講予定です。 

※「技術科指導法Ⅱ」については、Ⅰ～Ⅲの単位を修得しなければ必要な内容を満たして

修得することが出来ません。「技術科指導法Ⅲ」は、令和９年度開講予定です。「技術

科指導法Ⅰ」は令和７年度に開講しました。 

 

 （５）高等学校教諭１種免許状（情報）取得用科目     

科目番号 開設科目名 

No.24 データベースⅡ 

以下の４点の要件を満たすことを要件とする。 

   ・高校 1 種免許・情報の取得意思があり、将来的に高校の教科「情報」もしくは、小中学

校の情報関連教育を担当する意欲があること  

・Python などのプログラミング言語が理解できること  

・テキストエディタ編集可能なソフト（アプリ）がインストールされているＰＣを自身で

準備すること 
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   ※「データベースⅡ」については、Ⅰ・Ⅱの単位を修得しなければ必要な内容を満たして

単位を修得することが出来ません。「データベースⅠ」は令和４，７年度に開講しまし

た。 

 

５  受講申込手続等  

受講決定までの流れ 

（１）受講申込   → （２）受講料支払い  → （３）受講決定  

   

（１）申込み方法、期限 

受講希望者は、岐阜県教育委員会ホームページ（以下 URL）より、受講を希望する科目の

申し込みフォーム（電子申請）へアクセスし、各自で申込を行う。  

    ＜＜https://www.pref.gifu.lg.jp/site/edu/61437.html＞＞ 

①  申込期限 

令和８年６月８日（月）１３時【期限厳守】 

②  注意事項  

・本籍地、氏名、生年月日は申請時の内容を「学力に関する証明書」にそのまま記載する

ため、戸籍に記されている内容を誤りのないように登録すること。  

  （例年、本籍地の誤りが散見されるため、申し込み前に確認願います。）  

 ・メールアドレスは休日でも自身でメールが確認できるアドレスを登録すること。 

 

（２）受講料支払い 

受講決定者については（１）申込みに基づき、支払い案内を通知する。受講科目数に応じ

た受講料を Logo フォームで支払うこと。（応募状況によって受講不許可となる可能性がある

為、受講決定科目について支払い案内通知を注意して確認してください。）期日までに受講

料の支払いがない場合は、受講決定を行わないため注意すること。  

①  受講料 

1,000 円（１講座あたり） 

②  支払方法 

Logo フォームでのオンライン決済（クレジットカード、 Pay-Pay）  

③  支払期限 

約１週間以内（別途通知） 

 

（３）受講決定 

支払いを確認後受講決定とする。登録のあったメールアドレスへ通知する。  

 

６  単位の認定  

・各科目の単位数は１単位とし、定められた授業時数を出席し、試験等による成績審査に合

格した者に認定する。 

・遅刻や早退した者、または受講態度が良くない者には、単位が認定されない場合がある。  

・別紙「岐阜県教育委員会免許法認定講習における単位認定について」「岐阜県教育委員会

免許法認定講習における単位修得情報について」を参照すること。  

・「学力に関する証明書」は 11 月下旬頃に学校経由で送付予定。  

 

７  対面形式による講義の受講について  

   ・講義に遅刻した場合、単位を認定しない場合があるため十分注意すること。  

  ・下記のとおり、会場利用に際して注意事項を遵守すること。  

  ・その他、事務局（岐阜県教育委員会事務局義務教育課管理免許係）の指示があった場合は

これを遵守すること。 
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対面形式－１ 

  ＜会場名＞岐阜大学 岐阜市柳戸１－１ 

    自家用車を利用する場合は、必ず指定された駐車場（別途連絡）を利用すること。  

    ※特別支援教育センター前の駐車場には絶対に駐車しないこと。  

科目番号 開設科目名 科目番号 開設科目名 

No.1 生活科指導法Ⅰ No.2 生活科指導法Ⅱ 

No.3 算数科指導法Ⅰ No.4 算数科指導法Ⅱ 

No.13 重複障害等教育総論 No.19 英語科指導法Ⅲ 

No.20 材料加工学及び実習 No.21 メカトロニクス及び実習 

No.22 情報工学Ⅰ No.23 技術科指導法Ⅱ 

No.24 データベースⅡ   

 

    

対面形式―２ 

  ＜会場名＞岐阜県総合教育センター 岐阜市薮田南５丁目９− １ 

自家用車を利用する場合は、必ず指定された駐車場（別途連絡）を利用すること。  

科目番号 開設科目名 科目番号 開設科目名 

No.7 視覚障害者の心理・生理・病

理（１日目） 

No.17 英語コミュニケーションⅣ 

 

対面形式－３ 

＜会場名＞岐阜県立岐阜盲学校  岐阜市北野町７０番地１ 

駐車場が無いため、必ず公共交通機関を利用すること。  

科目番号 開設科目名 

No.7 視覚障害者の心理・生理・病理（２日目） 

 

対面形式―４ 

＜会場名＞岐阜県庁 岐阜市薮田南２－１－１ 

    来庁者専用駐車場を利用すること。  

科目番号 開設科目名 

No.11 病弱者教育総論 

 

対面形式―５ 

  ＜会場名＞岐阜聖徳学園大学（羽島キャンパス）  岐阜市柳津町高桑西１－１ 

自家用車を利用する際は、必ず指定された駐車場（別途連絡）を利用すること。  

科目番号 開設科目名 科目番号 開設科目名 

No.5 生徒指導・教育相談及び進路

指導等の理論と方法 

No.15 肢体不自由者の心理・生理・病理

及び教育課程等 

 

対面形式―６ 

  ＜会場名＞OKB ふれあい会館 岐阜市薮田南５丁目１４番５３号  

    OKB ふれあい会館駐車場を利用すること。  

科目番号 開設科目名 

No.16 英語コミュニケーションⅢ 
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８  オンライン形式による講義の受講について  

科目番号 開設科目名 科目番号 開設科目名 

No.6 特別支援教育基礎論 No.8 聴覚障害者教育論 

No.9 知的障害者教育総論 No.10 肢体不自由者教育総論 

No.12 言語・情緒障がい者教育総論 No.14 LD 等教育総論 

No.18 異文化理解Ⅰ   

 

・受講に必要な ＰＣ用の附属機器として、カメラ、 スピーカー (イヤホンでも可 )、

マイクについては各受講者が準備すること（これらを内蔵している PC の使用を推

奨）。受講時にマイクが作動せず、出席が確認できない場合、単位を認定できな

い場合があるため注意すること。  

・インターネットが利用できる環境、端末（ PC、タブレット等）を確保すること。

インターネット利用にかかる費用等については各自の負担となるため 、注意する

こと。（特に受講に用いる端末について、定額でインターネットの利用契約をし

ていない場合などには多額の通信料が生じるおそれがあるので 注意が必要。）  

・対面形式の講義と同様、開始時間に 出席が確認できなかった場合や 、正当な理由

なく長時間離席した場合には、単位を認定しない場合があるため注意すること。  

・その他、事務局（岐阜県教育委員会事務局義務教育課管理免許係）の指示があった場合は

これを遵守すること。 

※使用するオンラインシステムの仕様等については別途通知予定  

 

９  その他  

・受講に要するテキスト代、教材費等は受講者の負担とする。 

・受講希望者が少数の講座は開講しない場合がある。  

・本講習は免許状取得を目的とした講習であるため、研修目的の受講は認めない。  

・受講決定後、やむを得ない理由により欠席する場合は、事前に必ず連絡すること。 

ただし、病気等の当日発生した理由により欠席する場合は、後日の連絡でも構わない。 

・受講決定後に受講を辞退した場合、納入された受講料は返還しない。 

・受講にあたっては、教員としての品位を保ち、講師及び会場の職員等に対しては礼節をも

って接すること。特に、認められていない区域での喫煙や指定場所以外への駐車は大学へ

の多大な迷惑となるため、必ずルールを遵守すること。（悪質であると判断した場合には、

受講中止を命じる場合がある。） 

・大雨警報や災害の発生などにより、対面形式の講義をオンライン形式へ切り替えるなど、

開講予定を変更または中止する場合がある。変更等がある場合はＨＰに掲載するため、適

宜確認すること。 

・講習に関する問い合わせについては、下記問い合わせ先へ連絡することとし、大学窓口へ

の連絡は一切しないこと。 

・下記問い合わせ先は平日のみの対応となるため、休日に開講する講座に関して疑問点があ

る場合は、必ず事前に問い合わせること。 

 

1０ 問い合わせ先等 

岐阜県教育委員会事務局義務教育課 管理免許係 

電 話  058-272-8742(直通） E-mail c17785@pref.gifu.lg.jp 

 

問い合わせ対応時間  

・お電話でのお問い合わせ：平日  8： 30～ 17:00 

・メールでのお問い合わせ： 24 時間受付  

（回答は平日 8： 30～ 17:00 に順次ご連絡いたします ）  

mailto:c17785@pref.gifu.lg.jp

